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令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこ

れに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について  

 

 

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律」（平成８年法律第85号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項の

規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非

常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当

該権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができるものとされていま

す。  

今般、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令」（令和２年政令第223号）により、令和

２年７月豪雨（以下「当該豪雨」という。）が特定非常災害に指定されるととも

に、法第３条第２項の規定に基づく厚生労働省告示（「特定非常災害の被害者の

権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基

づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を

令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件」（令和２年厚生労働省告示第

264号。以下「告示」という。））により、厚生労働省関係の一定の権利利益に

関する満了日について、当該豪雨の被害者による延長の申出を必要とせずに、一

律に令和２年12月28日まで延長する措置を講ずることとしました。  

  

これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとお

りとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療

機関等への周知をよろしくお願いいたします。  



記  

 

第１ 満了日の延長を行った権利利益  

 

１ 告示により満了日を延長した権利利益については、別添のとおりであり、そ

のうち障害保健福祉に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおりであ

る。  

（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）関係 

○ 指定障害児通所支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係る

ものに限る。）（第21条の５の３第１項） 

○ 障害児通所給付費等の通所給付決定（特定被災区域内に居住地を有する

者に係るものに限る。）（第21条の５の５第１項） 

○ 指定障害児入所施設の指定（特定被災区域内に在る施設に係るものに限

る。）（第24条の２第１項） 

○ 障害児入所給付費の入所給付決定（特定被災区域内に居住地を有する者

に係るものに限る。）（第24条の３第４項） 

○ 指定障害児相談支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係る

ものに限る。）（第24条の26第１項第１号） 

 

（２）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）関係 

○ 精神障害者保健福祉手帳の交付（特定被災区域内に居住地を有する者に

係るものに限る。）（第45条第２項）  

 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第123号）関係 

○ 介護給付費等の支給決定 （特定被災区域内に居住地を有する者に係るも

のに限る。）（第19条第１項） 

○ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定（特定被災

区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。）（第29条第１項） 

○ 地域相談支援給付費等の支給決定（特定被災区域内に居住地を有する者

に係るものに限る。）（第51条の５第１項） 

○ 指定一般相談支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るも

のに限る。）（第51条の14第１項） 

○ 指定特定相談支援事業者の指定（特定被災区域内に在る事業所に係るも

のに限る。）（第51条の17第１項第１号） 

○ 自立支援医療費の支給認定（特定被災区域内に居住地を有する者に係る

ものに限る。）（第52条第１項） 

○ 指定自立支援医療機関の指定（特定被災区域内に指定自立支援医療機関

を有する者に係るものに限る。）（第54条第２項）  



第２ 留意事項  

 

１ 特定被災区域内に居住地を有する者については、現に介護給付費等の支給

決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が令和２年７月３

日から令和２年12月27日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和

２年12月28日まで延長することとなる。なお、現に障害支援区分の認定を受

けており、「介護給付費等の支給決定について」（平成19年３月23日付け障発

第0323002号）において示している障害支援区分の認定の有効期間が、令和２

年７月３日から令和２年12月27日までの間に満了する場合においても、当該

有効期間を令和２年12月28日まで延長することとする。 

また、特定被災区域内に事業所を有する者、特定被災区域内の施設の開設者

及び特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者については、現に指

定を受けており、かつ、当該指定の有効期間が令和２年７月３日から令和２年

12月27日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和２年12月28日ま

で延長することとなる。  

 

２ 特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該

災害の発生前と同様に、障害保健福祉に関する法令により許可等の更新を行

うことのできるものについては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、

障害保健福祉に関する法令に基づき許可等の更新を行うこととするよう御配

慮願いたい。  

 

３ 自立支援医療費の支給認定（特定被災区域内に居住地を有する者に係るも

のに限る。）については、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令（令和

２年厚生労働省令第92号）により受給者証の有効期限が１年間延長されてい

る場合には、当該省令による措置を優先し、上記１の対応は行わないものと

する。 

  



（資料） 

・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法

律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長

に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する

件（令和２年厚生労働省告示第264号）  

 

・令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用す

べき措置の指定に関する政令（令和２年政令第223号）  

 

 

（参考：参照条文)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律（平成８年法律第85条）（抄） 

（行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置） 

第３条 次に掲げる権利利益（以下「特定権利利益」という。）に係る法律、

政令又は内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項若しくは

第五十八条第四項（宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十八条第一項

において準用する場合を含む。）若しくは国家行政組織法（昭和二十三年法

律第百二十号）第十二条第一項若しくは第十三条第一項の命令若しくは内閣

府設置法第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法第八条第

五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示（以下「法令」とい

う。）の施行に関する事務を所管する国の行政機関（内閣府、宮内庁並びに

内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組

織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。）の長（当該国の行政

機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第

三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会）は、特定

非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるもの

を保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したもの

を回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「延長期日」とい

う。）を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置を

とることができる。 

一 法令に基づく行政庁の処分（特定非常災害発生日以前に行ったものに限

る。）により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が特定

非常災害発生日以後に満了するもの 

二 法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係



る権限を有する行政機関（国の行政機関及びこれらに置かれる機関並びに

地方公共団体の機関に限る。）に求めることができる権利であって、その

存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの 

２ 前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定

権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対

象者及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。 

３～５ （略） 
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